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職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等

が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事

業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針 

(平成 11 年労働省告示第 141 号) 

(最終改正 平成 29 年厚生労働省告示第 210 号) 

 

第一 趣旨 

この指針は、職業安定法(以下「法」という。)第三条、第五条の三、第五条の四、第三十

三条の五及び第四十二条に定める事項等に関し、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、

募集受託者、労働者供給事業者等が適切に対処するために必要な事項について定めたもので

ある。 

また、法第五条の四の規定により職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及

び労働者供給事業者(以下「職業紹介事業者等」という。)が講ずべき措置に関する必要な事

項と併せ、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の遵守等についても定

めたものである。 

第二 法第三条に関する事項(均等待遇) 

一 差別的な取扱いの禁止 

職業紹介事業者、労働者供給事業者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第四号に規定する派遣元事業

主(以下「職業紹介等事業者」という。)は、全ての利用者に対し、その申込みの受理、面接、

指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労

働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。 

また、職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、求職者又は供給される労働者が法第四十

八条の四第一項に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取

扱いをしてはならないこと。 

二 募集に関する男女の均等な機会の確保 

職業紹介事業者及び労働者供給事業者が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条の規定に違反する内容の求人

の申込みを受理して当該求人に対して職業紹介を行い、又は同条の規定に違反する募集に対

して労働者を供給することは法第三条の趣旨に反するものであること。 

第三 法第五条の三及び法第四十二条に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の的確な表

示) 

職業紹介事業者等は、法第五条の三第一項の規定に基づき、求職者、募集に応じて労働者

になろうとする者又は供給される労働者(以下「求職者等」という。)に対し、その者が従事

すべき業務の内容及び労働条件(以下「労働条件等」という。)を明示するに当たっては、次

に掲げる事項に配慮すること。 

一 明示する労働条件等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。 
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二 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、労働条件等の水準、範囲等を可能な限り

限定すること。 

三 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳

細に明示すること。 

四 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働、休憩時間、休日

等について明示すること。 

五 賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手

当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。 

六 明示する労働条件等の内容が労働契約締結時の労働条件等と異なることとなる可能性が

ある場合は、その旨を併せて明示するとともに、労働条件等が既に明示した内容と異なるこ

ととなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせること。 

七 労働者の募集を行う者は、労働条件等の明示を行うに当たって労働条件等の事項の一部を

別途明示することとするときは、その旨を併せて明示すること。 

第四 法第五条の四に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い) 

一 個人情報の収集、保管及び使用 

(一) 職業紹介事業者等は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報(一及び二にお

いて単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集して

はならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達

成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこ

と。 

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそ

れのある事項 

ロ 思想及び信条 

ハ 労働組合への加入状況 

(二) 職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の

同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない

こと。 

(三) 職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学

校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類に

より提出を求めること。 

(四) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若し

くは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの

限りでないこと。 

二 個人情報の適正な管理 

(一) 職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置

を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなら

ないこと。 

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 



3 
 

ロ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置 

ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するため

の措置 

(二) 職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該

個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければ

ならないこと。なお、有料職業紹介事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこ

と。 

(三) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理

に関する規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。 

イ 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項 

ロ 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項 

ハ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取

扱いに関する事項 

ニ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項 

(四) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをし

たことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 

三 個人情報の保護に関する法律の遵守等 

一及び二に定めるもののほか、職業紹介事業者等は、個人情報の保護に関する法律第二条

第五項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場

合には、同法第四章第一節に規定する義務を遵守しなければならないこと。また、個人情報

取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な

取扱いの確保に努めること。 

第五 法第三十三条の五に関する事項(職業紹介事業者の責務)等 

一 職業安定機関等との連携 

(一) 職業安定機関との連携 

職業紹介等事業者は、求人、求職等の内容がその業務の範囲外にあると認めるときは、

公共職業安定所の利用を勧奨する等適切に対応すること。また、職業紹介等事業者は、

労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、職業安定機関の行う雇用情報の収

集、標準職業名の普及等に協力するよう努めるものとする。 

(二) 学校との連携 

職業紹介事業者(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行

う学校を除く。)は、高等学校、中等教育学校、中学校又は義務教育学校の新規卒業予

定者に対する職業紹介を行うに当たっては、学校との連携に関し、次に掲げる事項に留

意すること。 

イ 生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍する学校を通じて行

うようにすること。 
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ロ 職業紹介事業者が行う職業紹介が、公共職業安定所及び学校が行う新規学校卒業予

定者に対する職業紹介の日程に沿ったものとなるようにし、生徒の職業選択について

必要な配慮を行うこと。 

ハ その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと。 

二 求職者の能力に適合する職業の紹介の推進 

職業紹介事業者は、求職者の能力に適合した職業紹介を行うことができるよう、求職者の

能力の的確な把握に努めるとともに、その業務の範囲内において、可能な限り幅広い求人の

確保に努めること。 

三 求職者等からの苦情の適切な処理 

職業紹介事業者等は、職業安定機関、特定地方公共団体及び他の職業紹介事業者等と連携

を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備

及び改善向上に努めること。 

四 職業紹介事業に係る適正な許可の取得 

求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じ

て求職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は、職

業紹介事業に含まれるものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得す

る必要があること。また、いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談、助言

等のみならず、職業紹介を行う事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行う

ためには、職業紹介事業の許可を取得する必要があること。 

五 再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項 

(一) 事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し再就職支援を行う職業紹介事業者

(以下「再就職支援事業者」という。)が、直接当該労働者の権利を違法に侵害し、又は

当該事業主による当該労働者の権利の違法な侵害を助長し、若しくは誘発する次に掲げ

る行為を行うことは許されないこと。 

イ 当該労働者に対して、退職の強要(勧奨を受ける者の自由な意思決定を妨げる退職

の勧奨であって、民事訴訟において違法とされるものをいう。以下同じ。)となり得

る行為を直接行うこと。 

ロ 退職の強要を助長し、又は誘発するマニュアル等を作成し事業主に提供する等、退

職の強要を助長し、又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。 

(二) 再就職支援事業者が次に掲げる行為を行うことは不適切であること。 

イ 当該労働者に対して、退職の勧奨(退職の強要を除く。)を直接行うこと。 

ロ 事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案するこ

と。 

六 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項 

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の五第二項第一号イ(4)、第百

十条第二項第一号イ、第七項第一号イ、第九項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第

一号イ、第百十条の三第二項第一号イ及び第三項第一号並びに第百十二条第二項第一号ハ、

第二号ハ及び第三号イ(3)並びに附則第十五条の五第二項第一号イ、第六項第一号及び第九
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項第一号イ並びに第十六条第一項第三号の規定に基づき助成金の支給に関し職業安定局長

が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守する

こと。 

七 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十条第一項に規定する理由の適切な提示 

職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第六条の五第二項各号に掲げる書面又

は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八

号)第二十条第一項に規定する理由の提示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、

適切に提示すべきこと。 

 


